
地域内の教育資源（幼、小、中、高等学校及び特別支援学校等、特別支援学級、通級指導教室）それぞれの単体だ
けでは、そこに住んでいる子ども一人一人の教育的ニーズに応えることは難しい。こうした域内の教育資源の組合せ
（スクールクラスター）により域内のすべての子ども一人一人の教育的ニーズに応え、各地域におけるインクルーシブ教
育システムを構築することが必要である。その際、交流及び共同学習の推進や特別支援学校のセンター的機能の活用
が効果的である。また、特別支援学校は、都道府県教育委員会に設置義務があり、小･中学校は市町村教育委員会に
設置義務があることから、両者の連携の円滑化を図るための仕組みを検討していく必要がある。
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